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この規則はクールビズ実施に向けてのルールを定めます。 

ルールを定めず個人の判断に任せてしまうと服装基準にバラつきが生じてしまい、 

・社内の雰囲気を乱す 

・顧客を不快な気分にさせてしまう 

・会社のイメージを損ねる 

といったことが起きてしまうリスクが潜んでいます。 

そうならないために、下記を遵守して実施しましょう！ 

・ 【実施期間】  平成 28年 6月 1日から平成 28年 9月 30日まで 

・ 【服装可否一覧】 

ノーネクタイ ○ 

ノージャケット ○ 

半袖シャツ ○ 

ポロシャツ × 

アロハシャツ × 

Tシャツ × 

ランニングシャツ × 

チノパン × 

ジーパン × 

ハーフパンツ × 

スニーカー × 

サンダル × 

・【適用除外】 

下記の場合はクールビズの適用を除外し、通常時のスタイルとします。 

①  顧客へクレーム対応等（謝罪、説明、摩擦発生時） 

②  事前に顧客がクールズビズに対し嫌悪感を持つことが明らかに把握できたとき 

③  顧客から不快感を感じる等何らかの指摘があったとき 

④  会社から適用除外の指示を受けたとき 

 


